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１．航空交通管理の必要性と概要



航空機の離陸から着陸まで

航空機は、管制官から、経路や高度の指示を受けて、安全に飛行。

交通量が増加すると、特に飛行場周辺は混雑するため、よりきめ細やかな管制サービスが必要。

管制業務

航空路管制

進入管制

飛行場管制

着陸誘導管制

業務内容

福岡空港 羽田空港

管制圏

福岡進入管制区

管制圏

東京進入管制区

管制区

東京管制部管轄区域
福岡管制部
管轄区域

飛行場管制
進入管制

(ターミナルレーダー管制)

航空路管制
進入管制

(ターミナルレーダー管制)

飛行場管制

離陸から着陸までのイメージ

無線施設無線施設無線施設

空港周辺の空域を除くすべてのIFRの航空
機に対して行われる業務。
以下の４管制部が業務を実施。

進入・出発の順序、経路、方式の指定及
び上昇・降下の指示又は進入のための
待機の指示などを行う業務。

当該飛行場に離着陸する航空機に対し、
離着陸の順序、時機、方法等を指示する
業務。

必要に応じ、着陸する航空機に対し、精
密レーダー等を用いて、一機ずつ個別に
コースと高さを指示して誘導を行う業務。
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札幌航空交通管制部

東京航空交通管制部

福岡航空交通管制部

那覇航空交通管制部

航空路管制

進入管制

飛行場管制

管制区

管制圏

進入管制区

管制業務の担当機関

航空交通管制部 航空交通管制部 航空交通管制部

航空交通管制部 航空交通管制部 進入管制所

なし 飛行場管制所
（管制塔）

飛行場管制所
（管制塔）

飛行場の混雑度(イメージ)低 高
空域のうち、管制
圏や進入管制区
は、混雑具合等
により設定されて
いない飛行場も
ある。

飛行場

日本の担当区域

管制圏

１

東京ＦＩＲ

那覇ＦＩＲ



航空交通量の増加と航空管制サービス

空港と同様に上空の混雑も深刻化するなか、増加する航空機に対して、
レーダー等を最大限活用した安全かつ効率的な管制サービスを提供。

賑わうターミナルビル 出発の順番を待つ航空機

レーダー等の活用で、より精度の高い位置情報等の
入手が可能となり、安全性と効率性が向上。

レーダー等の技術の進歩
航空機の縦、横、垂直方向に管制間隔を設定し、安全かつ効率的なサービスを提供
　→管制間隔の設定には、航空機の正確な現在位置情報が不可欠

音声

ＣＡＢ００１
２８０Ａ
Ｂ７４ＲＪＴＴ

レーダー画面（ＲＤＰの例）

← 便名
← 高度情報
← 航空機型式（速度）
　　／目的飛行場

※ ＲＤＰ＝Radar Data Processing System：航空路レーダー情報処理システム

管制間隔（イメージ） 管制間隔（イメージ）

レーダー及び
　情報処理システム
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管制取扱延べ機数

426万機

管制官定員

1,796人

※ 取扱機数は暦年、管制官定員は年度

220万機

1,412人

レーダー等の技術の進歩もあり、人員の
伸びを抑えつつ、交通量の伸びに対応

管制取扱延べ機数と管制官定員の推移

２

上空は混雑



目標：航空機の衝突その他事故の防止

一元的・一体的な航空交通管理及び新しい技術の活用を通じて、安全と効率を追求。

【安全性に影響を与える条件】

・不確実性　
　　現在位置の把握
　　将来位置の予測
　　気象条件　等

・航空機材の能力（スピード、上昇・下降性能等）

・パイロットの能力（視界、判断能力　等）

目標：短時間により多くの航空機をより安く運航
　　　　（＝輸送量あたりの時間と燃料消費を最小化）

安全で効率的な航空機の運航を確保するためには、適切な航空交通管理が必要。

航空機の運航における安全と効率

航空機の数が増加するほど危険度は増加

安全な運航 効率的な運航

新技術を活用して効率的に飛行できる容量を拡大

安全の確保
は絶対条件

これら条件を考慮した航空機の位置・経路の決定

【効率性に影響を与える条件】

・運航ルート　
　　高度
　　距離

・スピード(時間と燃料消費のトレードオフ)

・気象条件（風向、気流等）

・需要（特定の時間帯・ルートに需要が集中）

現在及び将来の
位置・高度の
情報が必要

燃料消費の削減は
CO2削減で
環境も改善パイロット→自機＋周辺の飛行機

の位置が必要
管 制 官→空域内全ての飛行機

の位置が必要

３



適切な空域を設定し、空域の容量に応じて交通流量をコントロールした上で、
個別機に対する管制サービスを提供。

航空交通管理の概要

航空交通管理
ATM(Air Traffic Management)

航空交通サービス
ATS(Air Traffic Services)

交通流管理
ATFM(Air Traffic Flow Management)

空域管理
ASM(Air Space Management)

空域(空を管理するため、管制の有無や管制責任者等に基
づいて仕切られた空間)や航空路(計器飛行を行うために予
め決められた飛行経路)の設定や変更、利用調整を行う。

空域や空港の交通流を監視・予測し、空域容量と交通需要
のバランスに応じて経路の調整や出発の制限等を行う。

個別機に対する管制サービス(航空機の安全を保つための
間隔の指示や運航に必要な情報提供等)を行う。

連
携

連
携

事前／リア
ルタイムに

対応

リアルタイム
に対応

４



●日本の空の概要

管制空域 管制区 ･･･ 地表又は水面から200ｍ以上の高さの一定の空域

進入管制区 ･･･ 管制区のうち、管制圏内の飛行場からの離陸に続く上昇飛行､
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　着陸のための降下飛行が行われる一定の空域

管制圏 ･･･ 飛行場及びその付近の上空の一定の空域

※上記のほか、特別管制区及び情報圏が設定されている。
※管制区及び進入管制区のレーダーの覆域内においては、レーダー管制業務

が行われている。

非管制空域　･･･ 管制空域以外の空域　

　　　上記空域のうち、自衛隊や米軍が管轄する空域も存在。

　　自衛隊 ･･･ 自衛隊の管轄空港（百里、浜松等）及び共用飛行場（千歳、札幌、小松、美保、徳島、三沢）の管制圏又は進入管制区、
自衛隊訓練/試験空域等。

　　　米軍　 ･･･ 米軍の管轄空港及びその周辺の空域（横田、岩国、嘉手納等）、米軍制限空域等。

利用目的やサービス内容に応じて空を区分し、航空交通の安全を確保。
実際の利用状況に応じた柔軟な空域の調整による容量拡大・経路短縮が課題。

空の構造①（空域について）

●世界の空
　　世界の空を区分し、各国が航空交通業務を担当。通常自国の領空に隣接する公海上空を含む。

東京ＦＩＲ

那覇ＦＩＲ

日本の担当区域

ＦＩＲ
　：Flight Information Region
　：飛行情報区
　＝ 各国が航空交通業務を
　　　担当する区域

米軍制限空域

自衛隊高高度
訓練/試験空域

管制区洋上管制区

民間訓練/
試験空域

自衛隊低高度
訓練/試験空域

非管制区

【訓練/試験空域等】
　→空域を分離することで、相互の安全を確保

進入管制区

航空交通管制圏

飛行情報区

５
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Ｌ
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ＥＨＪＵ

自衛隊高高度訓練／試験空域
米軍制限空域



　航空路は、基本的に無線施設相互を結んだ経路。

　航空機は、無線施設から得られる情報（距離、方位等）を
頼りに、航空路の直上を飛行方向（東行き、西行き）ごとに
定められた高度で飛行。

航空交通に秩序を与え、安全かつ円滑な飛行を実現するため、航空路等の飛行経路を設定。
技術進歩を反映した自由な航空路の設定が、効率的な運航実現の課題。

空の構造②（飛行の経路について）

無線施設

　出発・到着経路については、空港周辺の地形や騒音対策の
必要性等を総合的に勘案し、当該飛行場に係る飛行経路を設
定。

　また、一般に空港には複数の出発・到着経路が設定されてお
り、出発・到着する方向や風向きなどの気象条件等により、飛
行経路が決まる。

出発・到着経路航空路

騒音対策

地形

空港

航空路

羽田空港の例
→ 航空機の騒音を東京湾内に封じ込

める経路を設定

高松空港の例
→ 空港南側に山があるため、北側に
　　出発・到着経路を設定

地形を勘案した飛行経路

５,０００ｆｔ

３,０００ｆｔ

A
B C

５,０００ｆｔ

騒音を勘案した飛行経路

北風時

＝　地上の無線施設
＝　航空路

＝出発経路
＝到着経路

　　：
37,000ft　東行き
36,000ft　
35,000ft　　　　　　　　　　　　　西行き
34,000ft　
33,000ft　東行き
32,000ft　
31,000ft　　　　　　　　　　　　　西行き
30,000ft　
29,000ft　東行き
28,000ft　　　　　　　　　　　　　西行き
27,000ft　東行き
26,000ft　　　　　　　　　　　　　西行き
　　：
　　：

日本の主な航空路

― ：航空路

計器飛行方式による飛行高度

2,000ft間隔

1,000ft間隔

高松空港の出発経路
　　→離陸後、南側の山を避けて北に旋回。一定高度を稼い
　　　 だ後、各方面へ。

無線施設

６

※ 1,000ft ≒ 305m ※ 1,000ft ≒ 305m



航空交通サービス(ATS：Air Traffic Service)

運航に必要な情報の収集と提供を行い、リアルタイムで航空管制をはじめとする航空交通サービスを提供。
技術進歩を反映した情報システムの高度化等により、さらに迅速なサービス提供を実現することが課題。

情報の収集・加工情報の収集・加工

情報に基づく
安全な航空機の

間隔の指示

情報に基づく
安全な航空機の

間隔の指示

航空機運航に
必要な情報の

提供

航空機運航に
必要な情報の

提供

基盤となるハード(情
報システム、無線施
設等)の　整備・保守

航空機に関する情報(位置、スピード、方向、便名等)、
気象情報、飛行場に関する情報(滑走路の状況等)、

空域・航空路に関する情報(訓練空域の使用状況等)　等

航空機の位置・便名等の情報の統合、
現在及び将来の交通流・交通量の把握、

気象条件に適した航空路の選択　等

パイロット

管制官

情報の統合・加工

情報の発信(指示・許可・情報提供)

等

情報のインプット

運航情報官・管制通信官 無線施設

等

レーダー 航空会社 パイロット 気象庁 自衛隊・米軍

７



２．航空交通管理の高度化



　　　　　連携の高度化

　　　　　○ 次世代航空保安
　　　　　　　システムの構築

　　　　　　

　　　　　○ ＡＴＭセンターの
　　　　　　　整備

今後も増大する航空交通に対し、航空交通管理の高度化により、
安全を確保しつつ、空の容量拡大を図ることが必要。

航空交通管理の高度化による効果

空域の調整
○ 空域の見直し
　　→ 混雑空域における空域の再編

○ 未使用軍用空域の民間機の使用

航空交通流
管理の高度化

○ 混雑空域の迂回
　　→ 航空会社に、地上待機か混雑空域の迂回の選択を
　　　 可能にする

○ 出発制御時刻の交換
　　→ 航空会社の意向を反映した出発制御時刻の交換を

可能にする

管制の高度化

○ 航空路の再編(ＲＮＡＶ)
　　→ 従来よりも距離の短い直線的な航空路へ再編

○ 国内ＲＶＳＭの導入
　　→ 垂直間隔を短縮

○ 運輸多目的衛星(ＭＴＳＡＴ)の導入
　　→ 洋上管制間隔を短縮

○ 遅延時間の短縮

○ 容量拡大

○ 経路短縮

○ 飛行時間の縮減

○ 運航計画の効率化

○ 安全の向上

○ 効率の向上

○ 環境の改善

○ 利用者の利便性向上

８





首都圏の空域②

・横田空域は、民間航空機の飛行禁止空域ではなく、米軍側と協議の上、飛行経路の設定等が行われる空域。
　現在でも、羽田発伊丹・関空行き等は、横田空域内を飛行。

・ただし、羽田発の中国・九州北部行き等は、東京湾上空で高度を稼いだ上、横田空域の上空の19,000ft(5,700m)
　を飛行せざるを得ず、円滑な処理に影響を与えている。

首都圏の空域 横田空域の立体図

北陸・中国・北九州方面沖縄・南九州方面
大阪方面

1992年に返還された空域

高度 10,000フィート
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沖縄の空域（嘉手納ラプコン）

那覇空港の管制圏
　・飛行場管制
　・着陸誘導管制

⑤

　沖縄は、昭和４７年施政権が日本に返還され、管制
空域も日本に返還されるべきものであったが、当時の
取り決めにより、日本側が管制業務実施可能となるま
で、暫定的に米軍が管制業務を実施することとされた。

　日本は、昭和５８年以降、空域の返還を要求。

　平成１２年３月、コーエン前国防長官が河野外務大
臣との会談において「米軍の運用所要を満たすことを
条件に返還する。」旨の表明を受け、現在、米側と協
議を行っているところ。

普天間飛行場の管制圏
　・飛行場管制
　・着陸誘導管制

嘉手納
飛行場

嘉手納飛行場の管制圏
　・飛行場管制
　・着陸誘導管制

普天間
飛行場

○ 管制業務の流れ（那覇空港到着機の例）

★
50NM(約93km）

30NM(約56km）

20,000ft
（約6,100m）

5,000ft
（約1,500m）

嘉手納飛行場

那覇空港
普天間飛行場★

★

米軍管轄空域

航空局管轄空域

嘉手納ラプコン　

　※ 沖縄周辺空域において、ターミナルレーダー管制、進入管制、着陸誘導管制
　　の３業務を実施

　※ ラプコン＝RAPCON（Radar approach control の略：レーダー進入管制所の呼称）

① 那覇航空交通管制部（航空局）における航空路管制

② 那覇航空交通管制部（航空局）から嘉手納ラプコン（米軍）へ業務移管

③ 嘉手納ラプコン（米軍）における那覇空港進入のための管制業務
　　（ターミナルレーダー管制・進入管制）

嘉手納ラプコン（米軍）から那覇空港（航空局）へ業務移管　④

⑤那覇空港（航空局）における着陸誘導管制・飛行場管制

那覇空港

沖縄本島

久米島

11



空域の柔軟な調整①

防衛庁、米軍の訓練空域の未使用時間帯、高度帯の民間機の使用をさらに推進。

防衛庁訓練空域内での今後の運用

　・未使用時に民間機が飛行できる調整経路の運用

　・全空域の一元調整による未使用空域の利用

効果

　・空域の有効利用による処理容量の拡大

　・燃費、飛行時間の縮減

防衛庁訓練空域の現行の運用

　・訓練空域内の経路は一部設定済
　　　（民間機が経路を飛行する場合は、訓練機の一時退避）

　・各管制部毎の個別調整による利用

プラスして

Ｃ

Ｇ

Ｂ

Ｌ
Ｐ

Ｎ

Ｋ

Ａ

Ｄ

Ｅ
Ｈ

ＪＵ

宮古

帯広

釧路

函館

現行経路

美保
焼津

串本

羽田

沖永良部

新潟 仙台

調整経路

佐渡

福岡

鹿児島

Kangwon（江原：韓国）

調整経路とは
　訓練空域内に設定される経路で訓練空域の使用
　予定がない場合にノータムにより公示（時間帯、
　高度帯）される経路

自衛隊高高度訓練／試験空域

米軍制限空域

小松

羽田空港

K-1

K-2

K-1：高度制限なし
K-2：24,000ft以下

清水
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空域の柔軟な調整②

訓練空域の民間利用だけでなく、訓練空域と民間空域の相互利用調整を可能に。

効果

　・空域拡大による処理容量の拡大
　・経路短縮による運航効率向上
　・訓練効率の向上

防衛庁・米軍訓練空域

防衛庁・米軍
部分使用

：民間機

：訓練機

　　　防衛庁による民間空域の利用
・　臨時訓練空域の柔軟な設定

・　空中給油機のための民間空域の提供

民間機による訓練空域の利用

軍・民の協調による民間交通量／防衛庁・
米軍の訓練内容を考慮した効率的な空域
の使用

13



管制部

交通量予測

出発空港

迂回経路

航空交通流管理による運航の安全・効率化

全国の交通状況を把握し、航空機の集中を予測して、
航空交通流の制御を行い、航空機の安全と運航の効率化を図る。

混雑予防による安全性の向上、燃料消費の節減による効率性の向上

混雑

目的空港
ﾀｰﾐﾅﾙ空域

出発制御時刻

混雑

セクター

目的空港や通過予定のセクターで
混雑が予測される場合、予め混雑
空域の迂回を調整したり、出発空
港での地上待機を指示します。

航空交通流管理センター

【参考】
羽田又は福岡空港を目的地とする航空
機に対する交通流制御実績（２００２年）

空中待機時間（燃料消費）を抑制

迂回経路の調整

出発制御時刻の交換
※

※ 航空交通流管理機能の高度化（平成17年度の航空交通管理（ATM）センターの運用に併せて実施予定。）

航空会社

情報の共有・航空会社の意思の反映
※

地上待機
指示

５９，６１５分９，２７４機

出発地待機時間対象機数

14



航空路の再編と運航の効率化

安全性の向上

従来の経路　＝　無線施設相互を結んだ経路

運航効率の向上 容量の拡大

経済的・効率的な
経路の設定が可能

RNAV経路の活用
RNAV経路　＝　無線施設や機上機器の利用により、任意の経路を飛行可能

経路が輻輳非効率な経路 非効率な
空域利用
非効率な
空域利用
非効率な
空域利用

交差

交通流が
集中

空域の有効利用

経路の複線化
一方通行化

複線化

航空路の再編
による

交通流の整理

業務負担
の軽減

運航コスト
の削減

CROSS ××
AT OR ･･･

AFFIRM

TURN LEFT ･･･

DESCEND &
MAINTAIN ･･･

管制業務
の負担増折れ線構造

機上機器の性能向上等により航空路設定上の制約が緩和され、より効率的な航空路の設定が可能。

(RNAV＝aRea NAVigation(広域航法))

無線施設
(位置情報等を発信)
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既に一部においてＲ
ＮＡＶ経路の運用を
開始している。

今後、全国的に導入し、
航空路の再編を図る。双方向

北・東行き

南・西行き

（参考）運用中のＲＮＡＶ経路

16



29,000ｆｔ以上41,000ｆｔ以下の高度帯におけるIFR機の垂直管制間隔を2,000ｆt → 1,000ｆt に短縮

国内空域における短縮垂直間隔（RVSM）の導入17

・・・
・・・

※ RVSM : Reduced Vertical Separation Minimum（29,000ft以上41,000ft以下の高度帯においても1,000ｆｔの垂直間隔を適用する方式）
※ IFR  : Instrument Flight Rules（計器飛行方式：管制官の指示を常時受けて行う飛行方式）
※ 1,000ｆｔ≒ 305ｍ

39,000ft

38,000ft

31,000ft

30,000ft

29,000ft

41,000ft

40,000ft

32,000ft
ＲＶＳＭ導入

　　　　○ 航空路の容量拡大 ･･･ 当該高度帯における飛行可能高度が倍増
　　　　○ 運航効率の向上 ･･･ より経済的・効率的な高度の選択が可能
　　　　○ 安全性の向上 ･･･ 高度選択の幅が広がり、管制処理の柔軟性が向上

・・・

39,000ft

38,000ft

31,000ft

30,000ft

29,000ft

41,000ft

40,000ft

32,000ft

・・・

垂直管制間隔

1,000ｆｔ

短縮

28,000ft

27,000ft

28,000ft

27,000ft
・・・

・・・
・・・

・・・

垂直管制間隔

2,000ｆｔ

（約610ｍ） （約305ｍ）



次世代航空保安システムへの移行

国際民間航空機関(ＩＣＡＯ)の新ＣＮＳ／ＡＴＭ*構想に基づき次世代航空保安システムへ移行。

航空交通の増大及びユーザーニーズの多様化へ対応し、より安全で効率的な飛行を実現する。

現行システム 次世代システム

通　信
Communication

衛星を使用した音声・データ通信
効果：雑音のない高品質な通信

移行
ＶＨＦ、短波による音声通信

航　法
Navigation

ＧＰＳ補強システム
効果：自由な飛行ルートの設定

ＶＯＲ／ＤＭＥ、ＩＬＳ等

監　視
Surveillance

衛星を利用した監視
効果：洋上における管制間隔の大幅短縮

レーダーによる監視

移行

移行

＊ Ｃ：Communication（通信）、Ｎ：Navigation（航法）、Ｓ：Surveillance（監視）、ＡＴＭ：Air Traffic Management（航空交通管理）

パイロット
⇔管制

パイロットが
自分の位置

を把握

管制官が航
空機の位置

を把握

通　信
Communication

航　法
Navigation

監　視
Surveillance

18

VOR （VHF Omni Directional Radio Range）＝ 超短波全方向式無線標識施設。VHFを使用した無線標識。
DME （Distance Measuring Equipment） ＝ 距離情報提供装置。飛行中の航空機に特定地点からの距離情報を連続的に与える装置。
ILS （Instrument Landing System） ＝ 計器着陸装置。着陸のため進入中の航空機に対し、指向性のある電波を発射し滑走路への進入コースを指示する無線着陸援助装置。



衛星を活用した通信、航法、監視機能の強化により、将来の交通増大に対応し安全で効率的な運航を確保。

次世代航空保安システムの構築

洋上管制間隔

　縦間隔

　　横間隔

導入前 導入後（２機体制以降）

８０海里又は１２０海里
（約148km又は約222km）

５０海里
（約93km）

３０海里
（約56km）

３０海里
（約56km）

短縮

短縮

【現行システム】

ＨＦ通信（音声）

【衛星導入後】

ＭＴＳＡＴ
（運輸多目的衛星）

ＧＰＳ

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

年度
機

/
年

MTSAT新１号機運用

MTSAT２機体制

実績値
需要予測

ルート上の処理容量が

約３倍に

北太平洋ルートにおける航空交通量
の予測と最適経路の航行を可能とす

　る航空交通容量

（ＭＴＳＡＴ覆域図）

平成１６年以降に新１号機、新２号機を
打ち上げ予定

①通信機能：衛星データリンクによる管制官と
　　　　　　　　パイロットの直接通信

②航法機能：衛星による全地球的航法

③監視機能：自動的に航空機から伝送される
位置情報により監視する機能

ＭＴＳＡＴ：運輸多目的衛星

（注）最適経路の航行：航空会社等の提出した飛行計画どおりの高度で飛行すること

　

°

°

°

°160°1 6 0°°

MTSAT 覆 域 図

°

°

°

°160°1 6 0°°

MTSAT 覆 域 図

°

°

°

°160°1 6 0°°

MTSAT 覆 域 図
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管制間隔　８０海里又は１２０海里の場合
管制間隔　５０海里
管制間隔　３０海里

※　１海里 ≒ １，８５２ｍ

最適経路の航行を可能とする容量



航空交通管理（ＡＴＭ）センターの整備

国内管制機関

・航空交通管制部
・ターミナル管制所

情報の共有化により、

円滑な調整、柔軟な運用が可能

気象庁

運航者防衛庁
米軍

航空交通流管理
特定の航空路や空港に航空機が過度に集中
することを未然に防止し、最適な交通流を形成

航空交通サービス
洋上空域における衛星を利用した

通信、航法、監視機能の強化

空域管理
ユーザーニーズに応じた効率的な
空域の設計と訓練・試験空域に関
する一元的な調整機能による空域

の有効利用

◎安全性の向上

◎空域の有効利用に
よる容量の拡大

◎運航効率の向上

◎遅延の最小化

気象や空域の使用状況等の
情報を個別に管理・運用

ＡＴＭ
航空交通管理

航空交通管理（ＡＴＭ）センター

外国機関調整調整

気象庁
運航者

防衛庁
米軍航空局

必要に応じ、個別調整を実施

個々の機能・情報を統合、一元管理

現　　状
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３．空港処理容量について



空港の処理容量は、滑走路等の数だけではなく、周辺の空域や騒音による制約、
大型機（ヘビー機）の割合等、様々な要因が影響している。

空港処理容量の決定要因について

滑走路処理容量

空港処理容量

（イメージ図）

滑走路占有時間（実測値）

ヘビー機の割合

　　　（後方乱気流）

到着機に係る進入経路上で
の速度のバラツキ

管制指示に対する応答時間

管制運用方式

・滑走路運用方式（離陸・着陸
　専用方式又は離着陸共用方式）等空港レイアウト

（誘導路の形状、駐
機スポット数等）

環境上の制約

（飛行経路の制約）

空港周辺の空域の物理的条件

国名 滑走路数 発着回数（千回） 乗降客数（千人） 国名 滑走路数 発着回数（千回） 乗降客数（千人）

3 262.0 58,657 フランス パリ シャルルドゴール 4 515.1 47,928

2 128.7 22,933 オルリー 3 215.6 23,011

1 121.9 18,501 アメリカ ニューヨーク JFK 4 283.5 29,349

ヒースロー 3 457.6 60,454 ラガーディア 2 354.5 21,933

ガトウィック 2 244.1 31,097 ロサンゼルス 4 707.3 61,606

ドイツ 3 445.6 47,517 シカゴ 6 875.1 66,955

ダラス フォートワース 6 770.6 55,151

フランクフルト

東京国際（羽田）

新東京国際（成田）

関西国際

ロンドン

空港名

イギリス

日本

空港名

平成１３年１月～１２月の各空港の発着回数と乗降客数

（注）１．ＩＣＡＯAirport Traffic 2001より作成。発着回数は、商業運航(乗客、貨物または郵便の輸送に課金する運航)の回数。
　　　２．滑走路数は、エアポートハンドブック２００３より作成。
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30%
(2001年)(*注)

20%
(2001年)(*注)

66%
(2001年)

64%
(2001年)

98%
(2001年)

ヒースローガトウィック関西羽田成田

4
5
6

ヘビー

ミディアム

ライト

ヘビー

3

3
5

ヘビー

ミディアム

ライト

ミディアム

3
3

3

ヘビー

ミディアム

ライト

ライト

距離（海里）後続機先行機

ヒースロー／ガトウィック
（中型機のみの場合のイメージ図）

3海里

3海里

羽田／成田／関西
（大型機と中型機の場合のイメージ図）

大型

大型

中型

4海里

5海里

ヘビー機の比率

後方乱気流回避のための離着陸機の航空間隔

(注)ＢＡＡ(British Airport Authority)調査による。

(注)我が国の規定、ＩＣＡＯ規定とも同じ(レーダーを使用した場合の間隔)
3海里

中型

中型

中型

中型

ヘビー機 ：最大離陸重量が30万ポンド（136トン）以上の航空機（B747,B777等）

ミディアム機 ：最大離陸重量が15,500ポンド（7トン）以上30万ポンド未満の航空機（B737,A320,CRJ等）

ライト機 ：最大離陸重量が15,500ポンド未満の航空機（C172（セスナ）等）

日本の空港は、海外に比べ、大型機（ヘビー機）の割合が高いため、広い間隔が必要。

大型機の割合について22



ヒースロー

（注）飛行経路はイメージ図。

出発経路が
分離できる

ガトウィック 羽田／成田／関西

出発経路が
制限される

羽田空港等では環境対策、空域上の制約から出発経路などを制約せざるを得ない。

飛行経路の相違23



　参 考 資 料　



　　　　　　　　航空交通管制圏　　　　　　航空交通管制圏

航空機の飛行（ＩＦＲとＶＦＲ）

Ｂ空港 Ｃ空港

　○ 計器飛行方式（ＩＦＲ：Instrument Flight Rules）
　　　･･･公示された経路または管制官の指示による経路により、管制官が

与える指示に常時従って行う飛行の方式

　好天時はもちろん、操縦席から外が全く見えない状態でも、ＩＦＲ
　で飛行する他の航空機や山などの障害物との衝突を避けなが
　ら安全に飛行することが可能。

【計器飛行方式による飛行の例】
　　Ａ空港→ Ｂ空港

　○ 有視界飛行方式（ＶＦＲ：Visual Flight Rules)
　　　･･･計器飛行方式以外の飛行の方式

　パイロットの目視に頼って飛行するため、十分な視界が常に確
　保されるような気象状態が必要。

【有視界飛行方式による飛行の例】
　　Ａ空港→ Ｃ空港

有視界飛行方式（ＶＦＲ）計器飛行方式（ＩＦＲ）

大空の飛び方

航空交通管制圏

Ａ空港

航空交通管制圏内においては、
ＩＦＲもＶＦＲも管制指示に従う

風向 風向パイロットの目視
により飛行

管制官の指示に
常時従って飛行

目視

管制指示

目視目視

着陸
離陸

標準計器出発方式

航空路

視界を確保

雲を避けて

計器進入方式

飛行経路＝管制指示

管制指示 管制指示

管制指示

着陸

風向 風向

24

風向

航空機は風に向かって離着陸



ＩＬＳ(計器着陸ｼｽﾃﾑ)の高カテゴリー化、管制空港化等により、航空機の上空待機やダイバート(目的地 の変更)、進入
復行が減少し、飛行時間が短縮、航空機からの排出ガスが軽減。

決心高６０メートル
この高度で滑走路・灯火が
見えなければ進入復行

決心高３０メートル
この高度で滑走路・灯火が
見えなければ進入復行

自動操縦により安全に着陸
（RVR200m以上）

決心高６０メートル
この高度で滑走路・灯火が
見えなければ進入復行

決心高３０メートル
この高度で滑走路・灯火が
見えなければ進入復行

自動操縦により安全に着陸
（RVR200m以上）

● ＩＬＳの高ｶﾃｺﾞﾘｰ化

ローカライザー用地

進入灯火

ターミナルＤＭＥ
ローカライザー

航空機の進入に際して進入
方向の情報を与える電波

ローカライザー用地

進入灯火

ターミナルＤＭＥ
ローカライザー

航空機の進入に際して進入
方向の情報を与える電波

航空管制通信官は間隔を設定する権限がないため、出発機は到着機が着陸するまで離陸できない。
また、次の到着機も先行到着機が着陸するまで進入を開始できない。

航空管制通信官配置空港

出発機（待機）

③到着機（待機）

①到着機（進入中）

了解、到着機が着
陸後に出発します

到着機は進入中です

②到着機
（待機：次の到着機は
進入できない）

航空管制通信官
（情報提供業務）

航空管制官は航空機を視認したら管制間隔を設定できるため、出発機を離陸させることが出来る。
また、到着機も進入させることが出来る。

航空管制官配置空港

出発機

③到着機（待機）②到着機（進入中）
①到着機（進入中）

了解、離陸します

到着機を視認したので離
陸を許可します

航空管制官
（管制業務）

管制空港化後

航空管制通信官は間隔を設定する権限がないため、出発機は到着機が着陸するまで離陸できない。
また、次の到着機も先行到着機が着陸するまで進入を開始できない。

航空管制通信官配置空港

出発機（待機）

③到着機（待機）

①到着機（進入中）

了解、到着機が着
陸後に出発します

到着機は進入中です

②到着機
（待機：次の到着機は
進入できない）

航空管制通信官
（情報提供業務）

航空管制官は航空機を視認したら管制間隔を設定できるため、出発機を離陸させることが出来る。
また、到着機も進入させることが出来る。

航空管制官配置空港

出発機

③到着機（待機）②到着機（進入中）
①到着機（進入中）

了解、離陸します

到着機を視認したので離
陸を許可します

航空管制官
（管制業務）

航空管制官は航空機を視認したら管制間隔を設定できるため、出発機を離陸させることが出来る。
また、到着機も進入させることが出来る。

航空管制官配置空港

出発機

③到着機（待機）②到着機（進入中）
①到着機（進入中）

了解、離陸します

到着機を視認したので離
陸を許可します

航空管制官
（管制業務）

管制空港化後管制空港化後

滑走路

管制塔

管制官が気象情報を

パイロットへ通報

活発な対流雲

通常の着陸経路

マイクロ
バースト

マイクロバーストに遭遇し
た場合の経路（揚力の急減）

気象情報を確認して回避

滑走路

管制塔

管制官が気象情報を

パイロットへ通報

活発な対流雲

通常の着陸経路

マイクロ
バースト

マイクロバーストに遭遇し
た場合の経路（揚力の急減）

気象情報を確認して回避

● 双方向ＩＬＳ化

● 管制空港化イメージ ● ドップラーレーダー イメージ

風向に関係なくＩＬＳを用
いた進入が可能となり、
悪天候時に着陸できる機
会が増加する。

空港の質的充実（ＩＬＳの高カテゴリー化等）25


